
アスリートタウン延岡復活対策事業補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 延岡市は、口蹄疫で停滞した地域経済の復興に資するとともに、アスリートタウン延岡

づくりを推進するため、本市でスポーツ合宿を実施する団体に対して、予算の定めるところに

より補助金を交付するものとし、その交付については、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭

和５０年規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところに

よる。 
 
（補助対象事業） 
第２条 この要綱に基づく補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、延岡市民

以外の者で組織するスポーツ団体（以下「競技団体」という。）が本市で当該競技団体の活動の

目的であるスポーツ技術を向上させるために行う合宿（本市内のホテル・旅館（公営または企

業研修所等の宿泊施設に宿泊するものを除く。）における宿泊であって、延べ宿泊数が２０泊以

上５０泊未満のものをいう。以下「合宿」という。）とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる合宿については、補助対象事業としない。 
（１）国、県又は地方公共団体から助成を受けて行われるもの 
（２）前号に規定するもののほか、市長が適当でないと認めるもの 
 
（補助対象者） 
第３条 この要綱に基づく補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、前条に規定す

る合宿を行う競技団体とする。 
 
（補助金の額） 
第４条 この要綱に基づく補助金の額は、合宿のため本市内のホテル・旅館に宿泊した延べ人数

に１泊当たり５００円を乗じて得た額とする。 
 
（補助金の交付申請） 
第５条 規則第３条第２項に規定する補助金等交付申請書に添付すべき必要な書類とは、合宿者

名簿その他市長が必要と認める書類とする。 
２ 規則第３条に規定する補助金の交付申請は、原則、当該合宿が実施される日の７日前までに

行うものとする。 
 
（補助金の請求） 
第６条 規則第９条第１項に規定する補助金等請求書に添付すべき市長が指示する書類とは、合

宿者名簿、宿泊証明書その他市長が必要と認める書類とする。 
 
（補助金の支払い方法） 
第７条 この要綱に基づく補助金は、確定払いの方法により支払うものとする。 
 



（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附  則 
（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年８月１１日から施行する。 
（適用区分） 

２ この要綱は、宿泊期間の一部又は全部が平成２２年８月１１日から平成２３年３月３１日ま

での間にある合宿について適用する。 
 


